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参  考 建築基準法質疑応答集 P.4743 

 

容積率算定の道路幅員 
  

渋谷区では計画地の前面道路の幅員が一律でない場合、①又は②の方法で容積率算定の道路幅員

を算出する。 

 

① 前面道路の幅員の平均を算定し、容積率算定用の道路幅員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容積率算定のための道路幅員＝Ａ／Ｌ           

 

② 広い幅員から２ｍ返した部分における道路幅員を容積率算定用の道路幅員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容積率算定のための道路幅員＝Ｗ 
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